
前期監査の結果に基づく措置等の状況通知＜前期監査報告書（令和３年１０月１日）＞

「処理」の実施状況

【Ｄ：実施することができない】　基準日までに手段が無く「処理」を実施するができないことを確認したもの　　　　　　　３件

「再発防止策」又は「改善策」の実施状況

【Ａ：実施済又は決定済】　　　　基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施したもの、又は基準日までに「再発防止策」又は「改善策」を実施することを決定したもの　　　３件

○財政援助団体監査
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Ⅰ
「処理」の
実施状況

Ⅱ
「処理」の内容

Ⅲ
「再発防止
策」

又は「改善
策」の実施
状況

Ⅳ
「再発防止策」又は「改善策」の内容
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【意見】
　団体が市から受けた負担金の中から、他
の団体へ補助金を支出していた。これによ
り、補助金等適正化委員会に付議されずに
交付されることになり、補助金の妥当性、
必要性及び金額の妥当性等の審査が客観的
にされることがない。
　地方自治法第２３２条の２の趣旨に反す
るおそれがあるため、市からの直接交付に
改められたい。

1
4
貢

1 Ｄ：実施す
ることがで
きない

　当該補助金の支
出については、地
方自治法に明確に
抵触するというも
のではなく、既に
支出済であること
から、処理する手
段がない。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年度からは補助金として執行しない。生産した生
糸については実行委員会がPR活動に使用するため、その分
についてはまゆっこクラブへ作業を委託する形が望ましい
と実行委員会内で判断した。そのため令和３年度以降は、
委託料という形式で支出する。
なお、令和３年度の補助金等適正化委員会に付議し検討し
たが、市の直接交付は、時期尚早との回答であった。

※現在,委託内容等について財政課と調整中である。
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【指摘】
　協定書第４条において、負担金は、豊田
市から団体へ前金払で支払うものとされて
いるが、事業報告書では令和２年４月から
活動が始まっているにもかかわらず、事業
完了間際の令和３年３月１１日に支払われ
ていた。

1
4
貢

2 Ｄ：実施す
ることがで
きない

　負担金は令和３
年３月１１日に支
払済であり、遡及
して処理すること
ができない。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年度から協定書締結、負担金支払、精算等一連の
工程を確認できる負担金事業管理台帳を作成し、管理する
こととした。また、台帳は支所長席横のキャビネットに張
り付け、職員に対して見せる化し、常に進捗状況を把握で
きるようにした。
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【指摘】
　団体事業の支払を、事務局職員（市職
員）が長期にわたって立替払していたもの
があった。

1
4
貢

3 Ｄ：実施す
ることがで
きない

　既に立替払いに
より業者等への支
払いが完了してお
り、処理する手段
がない。

Ａ：実施済
又は決定済

　令和３年度から協定書締結、負担金支払、精算等一連の
工程を確認できる負担金事業管理台帳を作成し、管理する
こととした。また、台帳は支所長席横のキャビネットに張
り付け、職員に対して見せる化し、常に進捗状況を把握で
きるようにした。さらに年度当初については朝礼時に、担
当長が負担金を伴う協定書の支払い時期について確認し、
遅延しないよう周知徹底することとした。

令
和
3
年
1
0
月
1
1

日

－ 1 ／ 1 －


